
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025（令和7）年度 

公益社団法人日本精神保健福祉士協会滋賀県支部 

第19回総会議案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2025年6月１日（日）13：30～14：30 

 

会場：南草津フェリエ 小会議室 



日本精神保健福祉士協会（以下、「日本協会」）の滋賀県支部（以下、「支部」）は、各都道府県の

協会との協働のもとで活動を行なっており、日本協会の事業への協力と近畿ブロック会議を通じた

情報の共有をはじめとした取り組みを行っています。 

 

１）構成員数 

○支部構成員数 55名（令和７年 4月 1日現在） 

 

２）２０２４（令和６）年度活動報告 

①主な近畿ブロック管内の会議 

○令和６年度第１回近畿ブロック会議 

日時：令和６年 10月２０日 

会場：新大阪駅ブリックビル貸会議室 会議室 E 

・報告事項 

（１）組織強化委員会からの報告事項に関する件 

（２）研修センターからの報告事項に関する件 

・協議事項 

（１）精神科病院での虐待事件を通じて考える精神保健福祉士の役割に関する件 

（２）改正精神保健福祉法にかかる情報交換・共有に関する件 

（３）報酬改定の影響にかかる情報交換・共有に関する件 

（４）精神保健福祉士養成施設との連携や実態にかかる情報交換・共有に関する件 

・依頼事項 

（１） 倫理委員に関する件 

・連絡事項 

（１）2024年度都道府県支部長及び理事による懇談会 

 日時：2024年 12月 15日（日） 

 会場：WEB会議システム（Zoom） 

（２）202４年度第 2回ブロック会議 

  日時：202５年３月 2日（日） 

 会場：WEB会議システム（Zoom） 

 

○令和 6年度第 2回近畿ブロック会議 

日時：令和 6年 3月 2日 

会場：WEB会議システム（Zoom） 

・報告事項 

（１）組織強化委員会からの報告事項に関する件 

（２）研修センターからの報告事項に関する件 

（３）地域精神保健福祉委員会からの報告事項に関する件 

（４）その他（資料配布のみ） 

   政策提言部からの報告事項に関する件 

   子ども・家庭・スクールソーシャルワーク委員会からの報告事項に関する件 



   災害支援体制整備・復興支援委員会からの報告事項に関する件 

   クローバー運営委員会からの報告事項に関する件 

・協議事項 

（１）2025年度事業計画及び収支予算に関する件 

（２）「高額療養費制度の見直し」にかかる精神科医療における問題点等に関する件 

（３）精神保健医療福祉の将来ビジョンの達成に向けた中期計画の見直しに関する件 

・連絡事項 

（１）設立 60周年記念式典・記念祝賀会に関する件 

 

②主な全国会議 

○令和 6年度都道府県支部長会議： 

日時：令和 6年４月 21日（日） 

会場：ビジョンセンター浜松町 J室 

・講演 

（１）【演題】精神保健福祉法改正 精神保健福祉士への期待 

～退院促進措置における責務、入院者訪問支援事業についてを中心に～ 

   【講師】名雪和美（元厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 

（心の健康支援室/依存症対策推進室併任）相談支援専門官） 

（２）【演題】令和 6年障害福祉サービス等報酬改定について 

      ～精神保健福祉分野に係るものを中心に～ 

   【講師】金川洋輔（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・

発達障害者支援室 地域移行支援専門官/障害福祉課 障害福祉専門官（精神障害

担当） 

・グループ討議 

・全体報告（グループ協議まとめ） 

・報告事項 

（１）2024年度事業計画及び収支予算に関する件 

（２）2024年度能登半島地震災害対策本部の活動状況等に関する件 

（３）第 59回全国大会・第 23回学術集会の準備状況等に関する件 

 

３）令和 7 年度活動方針 

①支部構成員入会促進について 

  滋賀県においては、有資格者登録数や県内での従事者数に比べ、支部構成員数が全国最下位 

（47位）という状況が長年にわたり続いている。県士会会則第３条（目的）「精神保健福祉士 

の価値・知識・技術に則した専門職として資質の向上に努めると共に、会員相互の交流、関係 

団体との連携、その他の社会活動を通じ、精神保健福祉の向上に寄与すること」に資するため、

公益社団法人日本精神保健福祉士協会（以下、日本ＭＨＳＷ協会）への入会にあたり、その費

用の一部を、日本ＭＨＳＷ協会から交付される支部活動協力金を主たる原資として補助するこ

とについて定めることとした。 

②滋賀県精神保健福祉士会との協力について 



    県士会理事会と支部運営委員会との協働関係を強化し、必要に応じた討議をすすめる。 

③近隣支部との連携・協力について 

   支部構成員においても、生涯研修制度を受ける機会の場を確保する。具体的には、近隣府県

において開催される研修に参加できるような環境整備（共催などを含め）を検討する。 

④情報の共有について 

   日本協会からの情報などがメール媒体で送られてくる。これを、支部の構成員に中で共有で

きるようなメール配信体制の構築をさらに進める。 

⑤主な近畿ブロック管内の研修 

○基幹研修Ⅰ：近畿ブロック管内の開催予定は、大阪府、和歌山県、滋賀県で開催。 

       奈良県については、開催検討中。 

○基幹研修Ⅱ：2014年度より、ブロック毎の委託で実施。 

       近畿ブロック管内の開催予定は、大阪府で開催検討中。 

○基幹研修Ⅲ・更新研修：近畿ブロック管内では、調整中。 

＊2025年度の各種研修会の開催については、日本協会ホームページを参照。 

 

 ⑥第 60 回公益社団法人日本精神保健福祉士協会全国大会及び第 24 回日本精神保健福祉士学

会学術集会の開催について 

   [日  程] 令和 7年 8月 22日（金）～23日（土）      

   ［会  場］西日本総合展示場・新館・AIM（アジア太平洋インポートマート） 

【福岡県北九州市】 

 

   

 


